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こ
の
度
外
国
籍
の
人
を
雇
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
人

と
同
じ
就
労
時
間
と
な
り
ま
す
の
で
、
雇
用
保
険
及
び
社
会
保

険
加
入
手
続
き
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
留
意
す
べ
き
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。 

 

 

 

ま
ず
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
手
続
き
に
つ
い
て
で
す
が
、
被

保
険
者
氏
名
欄
は
「
ロ
ー
マ
字
ま
た
は
漢
字
」
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
備
考
欄
に
、
「
国
籍
・
地
域
」
「
在
留
資

格
」
「
在
留
期
間
」
「
資
格
外
活
動
許
可
の
有
無
」
を
書
く
欄

が
あ
り
ま
す
の
で
、
在
留
カ
ー
ド
を
も
と
に
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
備
考
欄
を
記
入
し
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
雇
用
対
策
法
に
規
定
す
る
「
外
国
人
雇
用
状
況

の
届
出
」
を
行
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

次
に
社
会
保
険
の
加
入
手
続
き
で
す
が
、
平
成
２
５
年
７
月

か
ら
外
国
人
の
従
業
員
や
被
扶
養
配
偶
者
の
方
の
「
資
格
取
得

届
」
「
氏
名
変
更
届
」
「
住
所
変
更
届
」
等
を
提
出
す
る
際

は
、
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
氏
名
登
録
（
変
更
）
申
出
書
」
に
よ

り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
氏
名
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
が
改
正
さ
れ
、
外
国
人
の
住

民
に
つ
い
て
も
住
民
票
が
作
成
さ
れ
、
氏
名
は
原
則
と
し
て
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応
す

る
た
め
で
す
。 

 

な
お
、
通
称
使
用
を
望
ま
れ
る
方
は
、
「
通
称
名
記
入
欄
」

に
記
入
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
健
康
保
険
証
も
通
称
で

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
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「
外
国
人
の
雇
用
保
険
、
社
会
保
険
加
入
の
手
続

き
に
つ
い
て
」 

職 

場 

の 

Ｑ 

＆ 

Ａ 

 
 「

事
件
解
決
」 

  

１ 

弁
護
士
を
や
っ
て
い
る
と
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
複
雑
困
難
な
事
件
に
必
ず
ぶ
ち
当
た

る
。
仕
事
柄
そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
避
け
よ
う
と
し
て
も
避
け
て
通
れ
な
い
。 

 

今
年
に
入
り
、
４
年
越
し
の
複
雑
困
難
な
訴
訟
が
、
急
転
直
下
の
進
展
で
和
解
解
決
し

た
。
当
初
は
、
関
係
す
る
事
件
当
事
者
間
は
水
と
油
の
対
立
状
態
で
、
お
そ
ら
く
両
当
事
者

の
世
代
交
代
が
起
こ
ら
な
い
限
り
解
決
の
道
筋
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

我
が
事
務
所
が
抱
え
る
最
大
級
の
難
事
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

２ 

ど
ん
な
に
糸
が
も
つ
れ
て
い
て
も
、
事
件
は
必
ず
解
決
す
る
。
こ
れ
は
、
２
０
年
の
実
務

経
験
で
わ
か
っ
た
真
理
で
あ
る
。
解
決
の
仕
方
は
、
様
々
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
時
に
は
、
悔

し
い
解
決
だ
と
思
う
と
き
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
紛
争
は
、
粘
り
強
く
も
つ
れ
た
糸
を
一
つ

ひ
と
つ
ほ
ぐ
し
て
い
け
ば
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
事
件
も
そ
の
念
を
改
め
て
強
く

し
た
。 

３ 

時
間
と
は
、
万
能
薬
で
あ
る
。
弁
護
士
の
仕
事
は
あ
る
意
味
で
忍
耐
が
必
要
な
仕
事
だ
。

や
る
べ
き
こ
と
を
や
り
尽
く
し
て
、
時
を
待
つ
。
人
の
興
味
・
関
心
、
怒
り
は
、
永
遠
に
持

続
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
持
続
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
問
題
関
心
の
移
り
変
わ
り
と
、

感
情
の
整
理
、
争
い
と
い
う
緊
張
状
態
か
ら
疲
労
感
は
、
大
局
的
に
考
え
て
、
ま
た
将
来
思

考
で
考
え
て
、
解
決
し
よ
う
と
人
の
気
持
ち
を
変
え
て
い
く
。 

 
 

代
理
人
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
足
元
を
懐
中
電
灯
で
照
ら
し
て
あ
げ
な
が
ら
、
道
案
内
を

す
る
よ
う
な
役
割
を
担
う
の
だ
が
、
実
際
に
足
を
踏
み
出
す
の
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
自
身
で
あ

り
、
期
が
熟
す
の
を
辛
抱
強
く
待
つ
し
か
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。 

４ 

和
解
成
立
の
日
、
担
当
弁
護
士
の
呼
び
掛
け
で
、
事
務
所
の
弁
護
士
、
ス
タ
ッ
フ
で
解
決

を
喜
ぶ
慰
労
会
が
開
催
さ
れ
た
。
み
ん
な
担
当
弁
護
士
の
苦
労
を
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
わ

が
こ
と
の
よ
う
に
喜
び
、
慰
労
し
た
。
一
人
事
務
所
は
気
楽
で
あ
る
。
人
が
増
え
る
と
苦
労

も
増
え
る
が
、
共
同
事
務
所
に
は
支
え
合
い
大
き
な
目
標
を
達
成
し
て
い
く
と
い
う
共
同
事

務
所
な
ら
で
は
の
楽
し
み
も
あ
る
。
チ
ー
ム
で
事
件
を
解
決
す
る
、
そ
し
て
そ
の
解
決
を
み

ん
な
で
喜
び
、
た
た
え
あ
う
。
事
務
所
に
と
っ
て
、
貴
重
な
経
験
に
な
っ
た
こ
と
を
感
じ
た

事
件
で
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 

 
 

 

と
な
り
の
弁
護
士 

弁
護
士
法
人
・パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
法
律
事
務
所
長 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁
護
士 

原 

和
良 

□編集後記――昨年末ご案内の弊社代表社員、鎌田勝典・講義録『職場でのハ

ラスメントを防ぐために』が各方面よりご好評いただいています。ある労働研

究機関の方から、「職場のハラスメントの研究をここ数年している者です。 

初めてのメールで失礼いたします。同僚（かつ同じ大学院研究室）から鎌田さ

んの講義録を紹介いただき、本日受け取りました。網羅的かつわかりやすい内

容で、とてもよい資料ですね。ぜひ参考にさせていただきます」との励ましが

ありました。職場でのハラスメント問題の予防・対応・改善まで全般的に触れ

ています。社内管理職、人事・労務研修等でのご活用をお奨めします。（N） 
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社会保険労務士法人・行政書士事務所 

時 言   

■最高裁マタハラ判決のその後 
 

 昨年10月23日の最高裁マタハラ判決が波紋を呼ん

でいる。 

【最高裁判決は何が新しいのか】 

妊娠し軽易な業務への転換時に管理職から降格さ

せられ、育児休業後も管理職に戻ることはなかった

事案で、最高裁は男女雇用機会均等法の不利益取扱

いに当たると判示し、高裁に審理を差し戻した。最

高裁判決は、何が今までの裁判例と違っているのだ

ろうか？ 

 ① 男女雇用機会均等法９条３項（妊娠、出産、

産休の請求、産前産後の休業又は軽易業務への

転換等を理由として解雇その他不利益な取扱い

をしてはならない）に反する事業主による措置

は違法、無効である（この規定は強行規定であ

る）と明確にしたこと。 

 ② 降格等を行う場合、㋐労働者の同意または、 

㋑事業運営上の特段の事情のいずれかがある場

合は、例外的に適法となるという基準を示した

こと。 

 ③ したがって、降格等が妊娠を「契機」とする

ものであれば、原則として不利益取扱いになる

ということにならざるを得ないこと（「理由」

としていない場合も事実上「契機」としてなさ

れた場合は違法となるという意味）。 

【厚労省が全国労働局に通達】 

 最高裁判決を受けて厚労省は１月23日付で全国の

労働局に通達を出すことになった。 

働く女性に対して妊娠や出産を「理由」に不利益

取扱いをすることを禁ずるといっても、実際にはそ

れが「理由」であるかどうかの立証は極めて難しい

ケースが多い。そこで厚労省は、これまでの法律の

解釈を見直し、「妊娠や出産から近い時期に解雇や

降格などが行われた場合は原則として違法とみな

す」とした。 

【企業も対応の見直しを】 

 多くの企業の実態は、妊娠、出産が「理由」では

ないにしても、それを「契機」に降格等が行われる

場合が多い。今後、原則としてそうした措置は取ら

ないようにしなければトラブルの多発が予想され

る。仮に降格等を行わざるをえない場合には、労働

者が自由な意思に基づき承諾したものと認めるに足

りる合理的な理由が客観的に存在することを企業は

立証しなければならない（上記㋐の場合）。また、

降格等の業務上の必要性・程度、（当該女性にとっ

ての）有利または不利な影響の内容や程度等を具体

的に説明できるよう準備し、記録しておく必要があ

ろう（上記㋑の場合）。 

2面 トピックス  「労働基準法改正骨子案が提示」 

3面 労使トラブル110番  「在職中に引き抜き行為を行っている職員 

 にどう対応する？」 

4面 『職場の関係性と組織力向上について』  

  米国CTI認定ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｺｰｱｸﾃィﾌﾞｺｰﾁ・川添香先生の連載  

5面 新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』   

 経営コンサルタント・野澤周永先生の連載    

 

6面 『コラム 人事労務の視点で歴史をひも解く』  

  人事コンサルタント・市村剛史先生の連載 

『JAZZでほっと一息』  ジャズ愛好家・小柳忠章さんの連載 

7面 『年金相談の現場から』 

『暮らしと法律 相談・救済センターのコーナー』 

 

8面 職場のQ&A   

 「外国人の雇用保険、社会保険加入の手続きについて」 

『となりの弁護士』 弁護士・原和良先生の連載 
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■労働基準法改正骨子案が提示 

 ２０１６年施行予定の労働基準法改正骨子案（「今後の

労働時間法制等の在り方について」）が１月１６日の労働

政策審議会に提示されました。政府は、１月２６日から始

まる通常国会に労働基準法改正案を提出する見通しです。

その概要を紹介します。 

【骨子案の概要】 

Ⅰ 働き過ぎ防止のための法制度の整備等 

（１）長時間労働抑制策 

 ①中小企業における月６０時間超の時間外労働に対する

割増賃金率の適用猶予の見直し 

  （大企業に適用されている割増率５０％を中小企業で

も実施する） 

 ②健康確保のための時間外労働に対する監督指導の強化 

  ・特別条項付３６協定の様式を定め、健康確保措置、

割増率等を記入する 

  ・時間外限度告示を改正し、健康確保措置等を規定 

（２）健康に配慮した休日の確保 

（３）労働時間の客観的な把握 

（４）年次有給休暇の取得促進 

  ・年〇日間の年次有給休暇の時季指定を使用者に義務

付ける 

（５）労使の自主的取組の促進 

Ⅱ フレックスタイム制の見直し 

（１）清算期間の上限の延長 

  ・現行の１か月から３ヶ月に延長 

（２）完全週休２日制の下での法定労働時間の計算方法 

（３）フレックスタイム制の制度趣旨に即した運用の徹底

等 

Ⅲ 裁量労働制の見直し 

（１）企画業務型裁量労働制の新たな枠組み 

 ①新たな類型を追加 

・商品やサービス内容に係る営業の業務 

  ・事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施

状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の

企画立案調査分析を一体的に行う業務 

 ②健康・福祉確保措置について省令で規定 

（２）手続の簡素化 

（３）裁量労働制の本旨の徹底 

Ⅳ 特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッ

ショナル労働制）の創設 

（１）対象業務…省令で規定 

  ・金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業

務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研

究開発業務等 

（２）対象労働者 

  ・年収1,075万円以上 

（３）健康管理時間、長時間労働防止措置（選択的措

置）、面接指導の強化等 

  ・客観的な方法（タイムカードやパソコンの起動時間

等）で労働時間を管理し、事業場外で労働する場合

に限って自己申告を認める 

  ・24時間について継続した一定の時間以上の休息時間

を与える 

  ・４週間を通じ４日以上かつ１年間を通じ104日以上

の休日を与える 

  ・１月当たり100時間を超えた労働者について、一律

に医師による面接指導の対象に 

（４）対象労働者の同意 

  ・職務の内容及び制度適用について同意を得なければ

ならない（不同意の者は非適用） 

（５）労使委員会決議…５分の４以上の多数により決議 

（６）制度の履行確保…厚生労働大臣による指針を定める 

（７）年少者への適用はしない 

Ⅴ その他 

（１）特例措置対象事業場 

  ・週44時間特例対象事業場の範囲の縮小 

（２）過半数代表者 

  ・「使用者の意向による選出」は手続違反に当たるな

ど通達 

（３）管理監督者 

  ・管理監督者の労働時間の客観的把握を徹底 

（４）電子的手法による労働条件通知 

  ・労働者が希望する場合、ファクシミリの送信、電子

メールの送信により明示できる 

Ⅵ 制度改正以外の事項 

（１）労働基準監督機関の体制整備 

（２）労働基準関係法令の周知の取組等 

【残業代ゼロ法案との批判】 

 経済界からの規制緩和の要求に応えた改正事項が並んで

おり、過労死や過労自殺の原因となる長時間労働を防げる

のか疑問があります。とくに「高度プロフェッショナル労

働制」は、いままで残業代の支給対象となっていたことが

長時間労働を規制する一定の歯止めとなっていたことから

すると、それを支給しない扱いにするのは不安がありま

す。政府は「時間ではなく、成果で評価される働き方」と

説明していますが、その理屈はこじつけと言えます。「年

収1,075万円以上」という要件も法律ではなく省令で決め

るとされていますから、「いつ引き下げられるかわからな

い」という不安があります。 

 政府は過労死防止法との関係を気にしてしきりに「健康

確保措置」と言っていますが、あまりにも具体性に乏しい

という印象です。 

【中小企業にとって】 

 中小企業にとって最も大きく影響すると思われるのは、

①月60時間を超える残業に対して５割増の残業代を支払う

とされていること（いままでの猶予措置を廃止する）、②

一定の日数（５日といわれている）の年次有給休暇を使用

者があらかじめ付与することを義務づけようとしているこ

とでしょう。労基法改正を視野に入れた労務管理の準備と

対策が必要です。 
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年金相談の現場から    年金相談メール nenkin@officesup.com  

 来月60歳になります（女性、昭和30年２月生まれ）。年金記録を調べたところ、厚生年金保険加入

235ヵ月、国民年金納付26ヵ月、合計261ヵ月でした。年金をもらうためには300ヵ月（25年）の加

入・納付期間が必要と聞きましたが、どうしたらよいでしょうか？  

 あなたの生年月日で女性の場合は、25年の受

給資格期間を満たせば、60歳から特別支給の老

齢 厚生年金をもらうことができます（※）。あな

たの場合、あと39ヵ月分（300ヵ月－261ヵ月）の保

険料を支払えばもらうことができます。 
（※）女性の場合、男性よりも特別支給の老齢厚生年金

の支給開始年齢の繰り上げが５年ほど遅れて始まるた

め、昭和33年４月１日生まれまでの方は60歳から特

別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）をもらうこと

ができます。 

 保険料を過去に遡って支払うことができる期間

は、時効によって２年分とされていますが、平成27

年９月までの特例措置として過去10年分まで遡るこ

とができます（遡れるのは60歳以前の10年以内の未

納期間）。これを保険料の後納の特例といいます。

この特例措置を活用して、60歳に達する前に39ヵ月

分を納付されることをお勧めします。60歳に達した

後に納付しても300ヵ月に達した時点からの支給と

なってしまいます。なお、過去の保険料額に一定の

加算（利息のようなものです）された額となりま

す。 

 また、39ヵ月分というのは受給資格を得るために

最低限必要な期間ですから、金銭的に余裕があるな

らば480ヵ月に達するまでの期間を遡って支払うこ

とができます。さらに60歳から65歳までの期間は任

意に国民年金に加入して保険料を支払うことができ

ます。納付期間が増えれば増えた分、65歳から支給

される老齢基礎年金の額が増えますのでご検討くだ

さい。 

 

 児童手当とは、中学校終了までの児童１人につき月額15,000円または10,000円を支給される国の制度

です。具体的には次のような支給額となっています。 

 
 ※手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合には、児童１につき5,000円 

 ※「第３子以降とは高校卒業までの養育しているお子さんのうち、３番目以降をいう。 

 ただし、支給対象は「国内に住所を有する児童」となっており、海外在住の児童には、以下の要件を全て満

たしている場合に限られます（厚労省「児童手当Ｑ＆Ａ」より）。 

 ① 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して３年を超えて住所を有していたこと 

 ② 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母（未成年後見人がいる場合はその未成年後見人）と

同居していないこと 

 ③ 日本国内に住所を有しなくなった日から３年以内であること 

※その他、短期間留学していいて日本に帰国し、再び３年以内に留学する場合などは、上記要件を満たして 

 いなくても、手当を受け取れる場合があります。 

 以上の要件を満たしているかどうかご確認ください。 

支給対象児童 １人あたり月額 

０歳～３歳未満 １５，０００円（一律） 

３歳～小学校終了前 １０，０００円 

（第３子以降は15,000円） 

中学生 １０，０００円（一律） 

■暮らしと法律 相談・救済センターのコーナー 

URL：http：//www.soudan-kyusai.com 

今月の相談員 特定社会保険労務士・行政書士 鎌田勝典 

 中国の女性と結婚し、事情があって子どもを上海の小学校に入学させました。いままで支給されて

いた児童手当が支給されなくなってしまったのですが、なんとかならないでしょうか？   
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コラム 人事労務の視点で歴史をひも解く（第21回） 

人事コンサルタント・社会保険労務士 市村 剛史 

JAZZでほっと一息             アドバンスト・ソフト 小柳忠章   

「あなたの想い出 Memories of You」  

1930年アンディー・ラザフ作詞、ユービー・ブレイク作曲のポ

ピュラー・ソングです。ルイ・アームストロングがヴィブラフォ

ンのライオネル・ハンプトンをフィーチャーして録音したという

記述があります。映画「ベニー・グッドマン物語」では、ベニー

・グッドマンが奥さんにプロポーズする代わりにステージでこの

曲を演奏したシーンが印象深かったです。 

      

個人的には、大学2年の時初めて演奏したジャズがこの曲でし

た。ジャズがどんな物かまだ分からなかった時に「ドレレ、レミ

ミ」と演奏する優しい（易しい）曲として選んだ記憶がありま 

す。1年生の時、軽音楽部に入部しました。柔道二段の恐い先輩

に「何か演奏してみろ」と言われ、「楽譜があれば何でもできま

す」と応えたら、「何だ楽譜が無ければ演奏できないのか。チー

チーパッパでも良いから演奏してみろ」と叱られた。なんと鼻歌

や口笛の様に楽器を演奏できない自分に気付かされた瞬間でし 

た。軽音楽は軽やかではあっても、演奏家にとって決して軽い音

楽ではありません。自分なりに演奏できる自由度はあっても、自

由に演奏できる技量が無ければ、コンピューターが再現するMIDI

音源と違いはありません。自分らしく個性的な演奏こそが貴重な

のです。 

 

  日の出の空を見上げたり 

  いつもの夕焼けもそうだけれど 

  私をあなたの想い出に浸らせてくれる 

   

  ここも、あそこも、どこも 

  私たちが過ごしたシーン 

  そのすべてが思い出させる 

  あなたの想い出として 

   

 

中学、高校とブラスバンドでクラリネットを吹いていました。中

学校のブラスバンドはコンクールの常勝校で県大会で１位になる

ことが、当たり前とされていました。朝練と放課後の練習では足

りないので、夜はナイター、昼はヒルター(造語)と呼んで練習し

ました。正月は元旦だけが休み。夏休みは連日の猛練習。試験の

1週間は休み。まるで甲子園出場を目指す野球部の様でした。 

 

当時の私は、クラシック一辺倒、芸術至上主義で、相当な堅物で

した。中学生のある日、顧問の先生のところにリードを貰いに行

った時、「こんな音楽をどう思う？」と訊かれた。先生が聴いて

いたのは、テナー・サックスのコルトレーンかロリンズのジャ 

ズ。「こんな汚い音は嫌いです」と即答した。「これも立派な音

楽だよ」とおっしゃった先生の残念そうな顔が想い出されます。 

 

思えば、色んな事を気付かせてくれた人たちがいました。歳を取

った自分は誰かのお役に立てているのだろうか。気付きを与えな

がら生きているのだろうか。頑固にならず、いつも素直に変化を

受け入れているのだろうか。今年は、そんな事を考えながら生き

てみよう。 

 「働かないアリに意義がある」（長谷川英祐著）という本の書

名に関心がわいて読んでみたのですが、なかなか興味深いことが

書いてありました。働き者というイメージのあるアリですが、実

は巣の中の７割（！）は働かずにボーッとしているのだそうで

す。短期的な労働効率という観点からすると大変な無駄のように

も見えますが、実は突発的な環境変化（巣の修繕、エサの確保な

ど）に対応するために必要な“組織の余力”としての意味があ

り、アリ社会が長期間存続するためには欠かせない存在なのだそ

うです。 

 この話を読んでふと思い出したのが「鶏鳴狗盗」の逸話で知ら

れる中国戦国時代の孟嘗君（田文）です。孟嘗君は一芸に秀でた

人材を食客として数千人集めていたことで有名ですが、そのなか

には釣りの名人やスリの名人といった人物までいたそうで、周り

から見れば「何の役に立つのか？」という者も少なくなかったこ

とでしょう。 

彼の名声を耳にした秦国の王（昭王）から自国の宰相としてス

カウトされた孟嘗君は、狐白裘（狐のわき毛の白い部分だけを集

めて作った皮衣）を手土産に食客らを引き連れて秦へ向かい、王

と会見します。ところが、会見後に家臣の讒言を聞いた王は心変

わりし、孟嘗君を監禁して殺そうとします。この先については、

風巻絃一さんの著作『十八史略のリーダー学』で簡潔に描写され

ていますので、以下抜粋してご紹介します。 
 ・・・孟嘗君は、しかしあわてなかった。ひそかに家来の一人を

昭王の愛妾のもとへ送って助命を願った。 

「大王へ贈った狐白裘をくれたら、なんとかするわ」 

 女はいった。狐白裘はもう手もとにはなかった。無理な注文であ

る。しかし、この無理な注文をひき受けた者がつれてきた食客のな

かにいた。盗みの名人だった。彼は王宮へ忍んでいって、昭王へ

贈った狐白裘をせしめてきた。孟嘗君の一行はその愛妾の手引きで

まんまと脱出、夜通しかけて函谷関についた。しかし、関所は閉

まっていた。鶏が鳴くまでは通行を許さぬ規則となっている。追っ

手はもう間近に迫っていた。 

 万事窮すと思った時、食客の中から声色の名人が現れて鶏の鳴き

まねをした。すると、あちこちで鶏が鳴き出した。役人たちが出て

きて、ねぼけ眼（まなこ）をこすりながら門を開けた。孟嘗君の一

行は、それっ、とばかり関所をかけ抜けた。 

 正直「ホンマかいな」とも思える話ですが（笑）、孟嘗君が一

見役に立たないような者も含め多数の人材を養っていたことが結

果的にピンチ（＝突発的な環境変化）の脱出につながったという

わけです。こうした食客の存在意義が“働かないアリ”と重なる

のですが、一方で活躍の機会を得なかった食客も多かったであろ

うと想像できるわけで、これを組織の“ムダ”と考えるか、“余

裕”と考えるかは難しいところだと思います。長谷川さんは著作

のなかで、組織効率の実現（会社でいうリストラや組織のスリム

化等）と組織の長期的存続（組織における余裕の確保）はいわば

二律背反のようなもので、その双方を追求した結果できたものが

上記のアリの社会だといいます。人間の組織を考えるうえでも示

唆を含んだ指摘のように思うのですが、皆さまはどうお感じにな

りますか？ 

   

■働かない人材に意義がある？～「鶏鳴狗盗」の故事から 
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■在職中に引き抜き行為を行っている職員にどう対応する？ 
 

 出向者として受け入れている管理職が、自らの職場（出向元）への引き抜きを策して、部下である従業員に

対して引き抜き行為を指図しているとの情報が報告されています。どのように対応すればいいでしょうか？ 

 

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番    労働相談メール roudou@officesup.com  

 【「退職の自由」との関係】 

 ライバル会社への転職やライバル会社設立に対

する規制に関しては、労働者の退職の自由、職業選択の

自由との関係で単純には扱えません。単なる勧誘行為に

とどまる場合は違法とはいえません。裁判例でも、引き

抜いたのではなく、勧誘された者が元従業員の計画に賛

同して自主的に退職した場合（港ゼミナール事件）、元

の会社の経営者の行為に起因する社内混乱に嫌気がさし

て自発的に辞職した場合（フリーラン事件）などにおい

ては、法的責任は認められないとしています。 

 勧誘行為にとどまるものかどうか、退職者が生まれた

場合も退職者の自発的意思に基づくものなのかどうか、

退職する理由が会社側に原因があるなどの事情がないの

かどうか、まずよく調査、確認することが大事です。 

【損害賠償責任を追及できる場合】 

 では、引き抜き行為に対して違法性を追及し損害賠償

責任を問えるのはどのような場合でしょうか。社会的に

認められない引き抜き行為であるかどうかの判断基準に

ついて、判例の大きな考え方は次のようなものです。 

 ①転職する従業員が会社で占める地位 

 ②会社内部における待遇 

 ③引き抜く人数 

 ④従業員の転職が会社に及ぼす影響 

 ⑤転職の勧誘に用いた方法（退職時期の予告の有無、

秘密性、計画性等） 

 引き抜きを行った従業員が職位も高く、経営上重要な

役割を担う者であれば、一般従業員と比べて、元の会社

により高いロイヤリティーが求められるため、賠償すべ

き損害の額も高くなります。引き抜き行為の方法が、計

画的、背信的であったり、真実に反する誹謗中傷行為を

行っていれば、それ自体が違法性を帯び、もはや適法な

転職の勧誘とはいえません。さらに、大量の引き抜き行

為を行い、引き抜かれた会社に大きな被害を与えた場合

も、引き抜き行為を行った従業員や引き抜き先の会社の

責任を問うことができます。 

 これらの諸点をよく調査、吟味して対応を決める必要

があるでしょう。 

 

 

【就業規則で競業避止義務を】 

 上記のような違法性、損害賠償の判断の問題と同時

に、懲戒処分や退職金（一部）不支給等の措置をどこま

でとれるのかという問題があります。労働契約に基づく

信義則からすれば、一般的には従業員は職務専念義務、

競業避止義務を負っています。ですから著しく違法性を

帯びているような案件に限れば、就業規則の定めがなく

とも懲戒処分や損害賠償請求ができる場合があります。

しかし、就業規則で競業避止義務に関する定めをもって

いる場合とない場合とでは扱いが違ってきます。 

 競業避止義務に関する規定がない場合、たとえば会社

特有の技術・製法等に通じている従業員が同種の製造業

務に従事したため会社の技術が漏れるおそれがあるとし

て懲戒処分することは難しいでしょう。 

 もちろん就業規則で定めれば何でも懲戒処分等を行え

るというわけではなく自ずと制限があります。したがっ

て、就業規則の規定は、従業員が就業中に実施していた

業務の内容、使用者が保有している技術上及び営業上の

情報の性質、従業員に対する処遇や代償等の程度などを

考慮して総合的に判断しなければなりません。競業避止

義務やそれに基づく処分等の対象となりうるのは、使用

者の保有している特有の技術または営業上の情報を用い

ることによって実施される業務に限るべきで、従業員が

就業中に得たごく一般的な業務に関する知識等を用いる

業務は対象とすべきではありません。また、避止義務を

課す期間、地域等も明確にする必要があります。 

 なお、退職金の（一部）不支給や退職金の返還を求め

る場合も、やはり就業規則（退職金規程を含む）や個別

の合意書で定める必要があります。ただし、規程等が

あったにしても長い間の就業の労を否定するほどの案件

でなければ機械的に不支給措置や返還請求をすることは

できないことに留意してください。 

 

 以上の観点からよく調査し事実を踏まえた対応を行う

ことが大事です。当面、従業員に対して教育、説得する

ことを先行して行う必要があります。また、これを機会

に就業規則等の見直しも検討した方がいいでしょう。 

 



 

 

Page 4  オフィス・サポートNEWS 

職場の関係性と組織力向上について～コーチングの視点で考える Part 21 

社会保険労務士/CRRグローバル認定システムコーチ 

/米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブコーチ 
「燃える集団作り専門家」 川添 香 

意図的にチームになる 

ノーアイディアからプロジェクトチームが誕生

する3回シリーズワークショップの最後です。 

これまで「無から生み出す」「自分ごとにする」

過程を見てきました。最後はいよいよチームとし

て動き出すために協働できる関係性を意図的に

作っていきます。 

 

チームに見ている可能性の夢 

前回のワークショップからすでに一ヶ月が経っ

ています。前回「自分ごとにする」の回では、ワ

クワク感が人を動かしていくことを書きました。

ワクワク感を持って実際に動き出したチームはど

んな状況になっているでしょうか。 

まずは前回からの振り返り。チームごとに状況

を聞いていくと、現実の壁にぶつかっているチー

ムがほとんどです。 

「時間がなくてミーティングがほとんどできな

い」「ミーティングに全員が集まれない」「支店

間でチームを作るとコミュニケーションが取りづ

らい」「協力者を募っても誰も手をあげてくれな

い」 

心なしか表情が曇っています。すでにいろいろな

感情がチームにうずまき始めているようです。モ

チベーションの低下、不安、不満、小さな対立、

苛立ちなどなど。いわば「負の感情」というべき

ものです。 

 会社組織では、感情を持ち込むことはあまり好

ましくないと思われがちです。特に日本人は感情

を押し込みがちになりますし、感情を押し殺して

ことを成し遂げるのが美徳とされる傾向がありま

す。 

しかし、この小さく芽生えた「負の感情」はど

こかで亀裂を生む原因となってくることも少なく

ありません。成し遂げられる可能性があるのに、

こんなことで消滅してしまうのはとてももったい

ないことです。あまり喜んでやりたくないことで

はありますが、「負の感情」は小さなうちに見落

とさず扱うことがとても大事なのです。 

 実は可能性の夢はいいことばかりがあるのでは

ありません。最高のことが成し遂げられるハイド

リーム、起こって欲しくない最低のことが起こっ

てしまうロードリームがあります。 

そこで、今回のワークショップはチームに内在

するロードリーム（最低の夢）、ハイドリーム

（最高の夢）は一体どんなものなのかを話し合う

ことから始めました。 

大抵の場合は、ロードリームを話し合うと、そ

こまではぜんぜん落ちてないねと言う話になりま

す。ハイとローの間の自分たちがいる現在地の確

認ができ、さらにどこに向かっているのか、もう

一度メンバー同士で目標を握り直すことにもなり

ます。 

落ち着いたところで、それを実行するために必

要なチームの関係性について話し合っていきま

す。 

 

意図的に関係性を作る 

学生時代の部活など、チームで目的を達した経

験は誰でも持っていると思います。その時のチー

ムの空気感はどうなっていたでしょうか。強いつ

ながり感や一体感、なんでもものが言える雰囲

気、お互いを思いやる気持ちに満ちていたことが

多かったのではないでしょうか。 

意図的に関係性を作るとは、そういった空気

感、雰囲気をチームに生み出すことをあらかじめ

約束していくことです。 

・どんな雰囲気をチームで作っていきたいのか 

・どんな雰囲気をチームは必要としているのか 

・困難な状況になったとき、どんな自分でありた

いのか 

・それについてお互いの何を信頼するのか 

・自分は何に責任を持つのか 

この話し合いのプロセスを「チームの意図的な協

働関係の構築」と呼んでいます。 

このプロセスでは、意図的に自分たちでチーム

の文化を作っていこうとするコミットメントが生

まれてきます。これは、チームが困難に陥った場

合に戻れる拠り所となるものです。 

こうして、ハイドリームとロードリームを常に

意識しながら行動を起こしていくことのできるし

なやかな強さのあるチームの誕生となりました。 

ブログ 「社長！デキる社員を育てましょ！」 

http://ameblo.jp/keieijiku/ 
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新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル）  

http://www.vcon.jp 

第21回 「やってはいけない事業承継 」  

【承継の３つの観点】 

 事業承継については、「経営の承継」、「事業

の承継」、「株式の承継」、の三つの観点がありま

す。「経営の承継」とは、会社の代表権を譲ること

です。そして、「事業の承継」とは、営業や事業な

どの会社のビジネス活動そのものの指揮権を譲るこ

と。そして、「株式（会社財産）の承継」とは、会

社の所有権を譲ることです。これらはそれぞれ困難

が伴う場合があります。 

「経営の承継」については、たとえば先代が創業

者であり、いつまでたっても代表権を渡そうとしな

い、渡したくても先代が「自分の目が黒いうちは渡

したくない」というようなケースがあります。経営

権というのは、自分の手に入らなければ決して経営

者の意識になることはありません。後継者に自立心

を持たせるためには、どこかの時点で「経営の承

継」として代表権を渡す決断をすることが必須で

す。 

「事業の承継」についても、やはり創業者の場合

など、自分が手塩にかけて育ててきた事業を承継者

にスッと手渡すということがなかなかできにくいと

いうことは多々あります。事業の承継というのは、

客先の信頼を継承する事であり、また、これまでの

信頼を獲得してきた自社の商品やサービスといった

ビジネスそのものを継承することであります。その

ため、これらは先代のビジネスキャリアの歴史とと

もに充実させてきたものであり、営業でも商品・

サービスでも承継のためにはそれ相応の承継のラン

ディング期間（離陸までのそれ相応の時間）とし

て、先代と承継者が事業で並走する期間がどうして

もほしいものであり、見て居られなくても、心配で

も、先代は「グッ」とこらえて承継者の危なっかし

い様子をながめつつ「任せて育てる」必要がありま

す。 

 

そして、「株式(会社の財産)の承継」については、

よくあるケースは事業好調な時期が長く続き、十分

な内部留保ができてきたことで純資産が増えてし

まっている時、すなわち株式の評価があがってしま

うために、買取資金が調達できない、相続の場合に

莫大な相続税を現金で払う必要が出てくるなどの

ケースです。これは、身内への承継の場合であれ

ば、非上場株式についての相続税の納税猶予や免除

など税制の活用など含め、相続の「戦略」を要する

ところであり、十分な承継計画が必要といえます。

また、身内以外の経営幹部への承継等の場合は、買

取資金の調達等を含むＭＢＯといったややマニアッ

クな手法が必要となりますのでやはり専門家との十

分は相談による承継計画を要します。 

【やってはいけない事業承継の例】 

 こんな例があります。バブルの時期に事業を拡大

してきた、多くの借金をして本業以外の不動産事業

を展開し、ご長男に経営権を承継。会社の財務内容

に疎かったご長男は、代表権を引継ぎ、それからは

たと気づくと、売上2億円、借入2億円、自分がグ

リップできない先代が経営する関連不動産会社が2億

円の借入で建設した不動産の収入を得ている。借入

過多で、リスケ（返済猶予や元本支払い凍結など）

中で事業再生の要あり。・・先代の事業のつけは、

先代が責任を持って処理し、くれぐれも承継者に

「あり得ない」ほどの負債を背負わせることのない

ようにしたいものです。こんな「やってはいけない

事業承継」が実際ありますので、自らを振り返って

ゆめゆめそのような事態にならないようにしたいも

のです。 


